
 

 

 

 

 

 

 

 

受託者に「帳簿等の作成、報告および保存」の義務を実行してもらうために

信託の設定支援の依頼を受けて、信託契

約等の作成を行った本ニューズレターの読

者は、その信託が開始した後に、信託財産

に関する帳簿等の作成について、質問を受

けたこと、ありませんか？ 

信託を設定する際に、読者の方は、おそ

らく受託者の事務について説明すると思い

ます。そして、信託財産に関する帳簿等の

作成と報告の義務についても説明をして、

受託者に必ず実施してもらうよう、指導も

していることと思います。 

しかし、その際、受託者はどのようなこ

とを行っていけばよいのか、具体的な事務

の内容を理解しているでしょうか？ 

●帳簿等の作成・報告義務 

 受託者は、信託財産に係る帳簿その他の

書類または電磁的記録を作成しなければな

りません（信託法３７条１項）。また、毎

年１回、一定の時期に、法務省令で定める

ところにより、貸借対照表、損益計算書そ

の他の法務省令で定める書類または電磁的

記録を作成しなければなりません（同条２

項）。 

 信託計算規則の４条は、信託帳簿等の作

成についての規定です。帳簿その他の書類

又は電磁的記録を信託帳簿という（同条１

項）とし、信託帳簿は、１の書面その他の

資料として作成することを要せず、他の目

的で作成された書類又は電磁的記録をもっ

て信託帳簿とすることができる（同条２

項）としています。 

また、同条３項では、信託法３７条２項

のその他の法務省令で定める書類又は電磁

的記録は、財産状況開示資料とするとして

います。 

そしてさらに、信託帳簿又は財産状況開

示資料の作成に当たっては、信託行為の趣

旨を斟酌しなければならない（同条６項）

としています。 

●信託事務の受託者が帳簿等の作成・報告

を実施していくには 

信託行為の趣旨を斟酌して作る信託帳簿

と財産状況開示資料とは、具体的にどのよ

うな資料を作るとよいのでしょうか？ ま

た、他の目的で作成された書類を利用でき

るならば、どのような書類を利用すること

ができるのでしょうか？ 

信託契約には、受託者の義務である帳簿

等の作成・報告について、たとえば「受託

者は、信託事務に関する計算を明らかにす

るため、信託法その他関係法令の定めると

ころにより、適切に本信託に関する帳簿等

の作成・報告・保存をしなければならな

い」と規定していても、受託者はその帳簿

等を明確に具体的にイメージできないので

は、と筆者は感じています。 

信託契約での規定は、上記のような規定

でよいのでしょうが、信託契約後の受託者

へのアドバイスや継続的な支援は欠かせな

いと筆者は考えています。また、関与した

民事信託に継続的に関与することで、将来

に起こってしまうかもしれない問題を回避

することもできでしょう。 

信託目的を達成するために受託者が信託

財産を管理・処分するのが信託です。一計

算期間の間に、受託者はどのような管理・

処分を行い、その結果、信託財産の数量や

価額はどのように変わったのかの記録が、

帳簿や財産状況開示資料です。しかし、家

族等が受託者を務める民事信託では、受託

者の信託事務の結果をどのように残し、財
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産の状況がどうなったのかの記録は、「こ

れとこれを作るように」と、具体的に作成

するものを示してあげることが必要と、筆

者は考えます。 

●民事信託支援者の方法を共有 

 平成２９年１０月に、民事信託活用支援

機構が出版した「民事信託受託者の実務」

（日本法令）には、「受託者になったら何

をする」について書いた書籍です。出版か

ら７年が経過した今、当時と比べて実務で

は専門家の方々のいろいろな支援が生まれ

ていると思います。 

 民事信託の設定に関与した読者は、それ

ぞれの対応方法で、民事信託の受託者を支

援していることと思います。その支援の方

法について、皆で共有することで、民事信

託における問題を防ぎ、安心して活用でき

る民事信託を支援していくことができると

筆者は思っています。 

 是非、読者のみなさんの方法を共有しな

がら、民事信託の健全な推進ができたらと

思います。 

（石脇俊司 民事信託活用支援機構理事） 


